
イスラム法にお け る扶養義務

河 野 代

目 次

1.は じめに

2.夫 婦間の扶養義務

3.親 子 間の扶養義務

4.親 族聞 の扶養義務

5.む すび

1.は じ め に

何 時の時代,ど この社会 において も,幼 少,老 令,不 具 などの 自然的原

'因に よ
って 自力では生計不能 な者が存在す る.こ の よ うな生計不能者 の生

存 の保障は,親 族共同生活体が大 き くかつ強固で あった時代には,親 族共

同 生活体の責任にお いて行 なわれ るべ きもの とされ ていた.し か し社会が

発達す るに従 って,親 族共 同生活体は次第 に分解 し,あ るいは縮少 の途 を

た ど り,夫 婦,親 了の,い わ ゆ る核家族構成 に移行 しつつあ る段階に おい

て,親 族扶養 の範囲 を,夫 婦,親 子以外の親族に まで及ぼす こ との可 否に

つ いては閲題が あ り,国 家的扶 養の確立 が期待 され るのであ るが,国 家の

経 済力に限 界が あ るため,大 多数の国においては,親 族扶 養先行 主義を採

用 し国家的扶養 を最終的な もの とみな している.

本稿は,イ スラム教 の支配 下に コー ランを主た る法源 として絶対性,不

動性 を特 色 とす るイス ラム法におけ る扶養義務 を考察す るものであ る.こ

こで扶養義務 とは,親 が末成熟 の子 を扶 養 した り,夫 婦が互に扶養 し合 う

が ごと く,扶 養を なす ことがそ の身分関 係の本質的不可欠的要素であ る,

い わゆ る 「生活保持 の義務」 と一方が何 らか の原因 に よって生計不能 とな
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った場 合に,他 方が これ を扶 養す る,い わゆ る 「生活扶助 の義務」 とを含

む.イ ス ラム法 にお いて扶養義務が発生 す るた めには,次 の要 件を具備 し

なけ れば な らない.① 扶養権利者 と扶養 義務者 との間に一定 の身分関係が

存在 する こと.い か な る人 々が扶養 当事者 にな りうるか.扶 養義務は,夫

婦間,直 系血族問,三 親等 内の傍 系血 族間において問題 とな りうる.イ ス

ラム法にお いては扶 養範囲 と相続 範囲 とが一致 してお り,原 則 と して扶 養

義 務の順位 も相続 の順位 に従 い,近 い者か ら扶 養義務を履行 す るこ とにな

る.こ の点か らイス ラム法は相続権 の基礎を扶 養の延長 とみな してい ると

推測 して も誤 りでは ないだ ろ う.② 扶 養権 利老 が無資 力であ るこ と1).妻

は例外 とす る2).扶 養権利者が 困窮 を招いた ことにつ いての過失 が扶 養を

受け る権利に影響 を及ぼすか否か につ いては何 ら触 れていないが,原 則 と

しては扶養権利者 の扶養請求 を阻ILす るものではない と解 すべ きか.③ 扶

養権利老が労働能 力を有 しない こと.私 有 財産 制度の下においては,個 人

の生活は まず第一 にその個人 の責任 に委ね られ,親 ゆず りの財産 に よるに

せ よ,労 働 に よるにせ よ,自 分 の責任 において生活 すべ きものだか らであ

る.ハ ナ フ ィー派 に よれば,妻,未 成年 の息子,未 婚の娘,両 親,祖 父母

は例外 とす る.な お扶養権利者 の収 入が 自活す るのに十分であ るか否かを

判断す るには,そ の者 の年令,社 会 的地位 な どを考慮 しなければな らない.

④扶養義務者が十分 な資力を有 す るこ と.貧 乏 な老 は他 人を扶 養す る義務

を負わ ない.扶 養義務者が,扶 養を与 え うる状態 にあ るか否かを判断す る

ため には,ま ず他人 を扶 養す る前 に 自分の生活 を維持 す る必要が あ るか ら,

自分の生活 を維持す るため に足 る収 入が あ るか否かを問題 としなけ ればな

らない.そ の上 に余 力が あっては じめて他 人の扶 養請求 に応ず るべ きであ

る.扶 養義務者が 自分の生活 を維持す るに足 る収 入があ るとい う意味 は,

自分一人 の生活費は もちろん,債 務 の支払,妻 子の扶養 を も含 んでなお余

力がある ことである.扶 養義務者 が労働 に よる収 入のみに よって生活 して

お り,固 定資産は有 しな くて も,労 働 に よる収 入が 自分の生活を維 持 して

余 りあ るときには,扶 養可能状 態な りと 解 して もよか ろ う.こ の 要件が
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「生 活 保 持 の 義 務 」 に 適 用 され な い こ とは もち ろ ん で あ る.

イ ス ラム法 に おけ る扶 養 義 務 の特 色 は,要 約 す る と,第 一 に扶 養義 務 の

中 心 をな す もの は 妻 に 対 す る夫 の 扶 養義 務 と未 成 熟 な子 に 対 す る親 の扶 養

義 務 で あ る こ と,第 二 に 相 続 権 の根 拠 を扶 養 の 延 長 とみ な してい る結 果,

相 続 権 が扶 養理 論 の 基 礎 をな して い る こ とで あ る.以 下 に お いて,い か な

る 関 係 の あ る人 々に い か な る場 合 に扶 養 義 務 が 発 生 す るか,扶 養 権 利 者 は

扶 養 義 務者 に対 して,ど の程 度 の 扶 養 を請 求 す る こ とが で き るか,扶 養 義

務 者 は扶 養 権 利 者 に 対 して,ど の 程 度 の,ま た どの 範 囲 の 扶 養 を なす こ と

を要 す るか,扶 養 の 方 法 な どに 関 して若 干 の考 察 を試 み,私 の イ ス ラ ム法

の 研 究 の一 端 とす る.

1)貧 乏 な者を決定す る基 噛 こついて,マ ホメ ッ トは 「昼 と夜のための食物を も

ってい る者は,物 乞いをす ることを禁 じられ る」 とか 「銀で50デ ィル ハム以

Eも ってい る者は物 乞いをすることを禁 じられ る」 と言った とされてい る・K・

P.Saksena,MuslimLawasAdministeredinIndia&Pakistan,4thed.,

1963,P.358.現 在では適用 され ない ことは もちろんである.最 低限,人 間 らし

い衣食住が保障 され るべ きである.

2)妻 は,自 分 の生活 を支え るに足 る財産 を有 してい るとして も,yc}こ よる扶 養

を受け る資格があ るとい う意味であ る.し か し,家 に在 っては ハ レムに閉 じこ

もり,外 出に際 しては ブェールで顔をか く して男性 との接触 を拒否 され ていた

妻が財産 を取 得す るとい うこ とは不 可能 であ った ろ うし嫁資(マ ール)を 自分

の特 有財産 として所持 してい ること も稀であ った ろ う.

2.夫 婦 間 の扶 養 義 務

イス ラム法においては,夫 に対す る妻の扶養義 務 とい う観念 は存在 しな

い.夫 婦間 の扶 養義 務はつね に妻に対す る夫 の扶 養義 務 とい う形 でのみ存

在 す る.夫 の扶養 義務は妻が婚姻 に よって夫の絶対 的な支配に服 し,そ の

庇 護を受け る とい うイス ラム教 の 家父 長的宗教観に基 礎を置 いてい る1).

これは,イ ス ラム以前 の アラビアが今 日のべ ドウイ ン族の よ うに部族制,

父権制的家族を基礎 と して組織 されてお り,相 続人は死者 に もっとも近い

男 系親族 でなけ ればな らず,ま た 彼 らは家族構成員 の扶 養について も全責
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任を負 うものであ った とい うことに由来 して いる.極 言すれば,夫 の扶養

義務の基礎は,あ たかも所有 者 とその所有物の よ うな関係 にあ り,妻 の独

立性は全 くみ とあ られない ものであ った.夫 の庇護 の下にあ るかぎ り,妻

の生活上 の必要 は充され,こ の よ うな制度 の下に おいては 妻の扶 養請求権

も夫 と同居す る権利以上の意味 を有たない.イ ス ラム法に おいて夫 の扶 養

義 務が特に取 ヒげ られるのは,婚 姻法におい で 一夫 多妻制 を認 め男は四 人

の妻を同時に もつ ことがで きると した結果,妻 たちの中の二 人あ るいは三

人は夫 と別居 してい るのが 普通であ り,か か る別居 中の妻(英 米法,大 陸

法でい う意味 とは異なる)に 対す る別居扶 養が問題 にな るか らであ る.

イス ラム法におけ る夫の扶養義務の特 色は妻に資産 と労働能 力があ って

もなお存在 することにある.こ れは夫 に対 する妻の忠誠 の義務 か ら派生 し

た ものであ り,妻 が イス ラム教徒 であ るか非 イス ラム教徒であ るか,困 窮

しているか 裕福であ るか,若 いか若 くないか に関係 な く,家 庭 生活を営む

ために必要な 出費はすべ て夫 の負担 とな る.す なわち,夫 は妻を扶養す る

義務を負い,そ の反対給付 と して家事一般 は もち ろん妻が夫に対 してなす

べ きサー ビスを受け る権利 を もつ.妻 の扶 養請求権はすべて の者の権利に

優先 し,ま た夫が不法に扶養 を拒否 した り,怠 ってい る場 合には,扶 養料

の延滞金を主張 できる.な お夫が財産 を もたず,病 弱のため 自ら妻 を扶養

し得ざ るときには妻が未婚時代に扶養義務を負 っていた者(妻 の父,兄 弟.

母,祖 父な ど)が 扶養義務者にな るが,こ れ らの者は,そ の後に なって夫

の経済状態 が好転 したな らば,白 己が 負担 した扶養料の返還 を請求 で きる.

夫が扶 養義務を負 うためには,妻 の側 で次の要件 を具備 しなければ な ら

な い.

① 婚姻が適法 であること.す なわち,θ 期限 を定めた婚姻(ム タ婚)

ではない こと2).ム タ婚は一 定の期間(数 日,数 ヵ月,数 年)を 限 って契約

され る婚姻であ り,嫁 資(マ ール)は 支払われ るが,夫 は扶養 義務を負わ

ず,互 に相続権 もない.(ロ)夫 の禁婚親 でない こ と.直 系血族(母,祖 母,

娘,孫 娘),傍 系血族(同 父母 または異父母の姉妹,父 方母 方の伯叔母).
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直系姻族(義 母,義 理 の娘),傍 系姻族(妻 の母や祖母)乳 親族関係にあ

る者(乳 母,乳 姉妹)が 夫 の禁婚親に あたる.ω 待婚期間(イ ッダー)中

にない こ と.離 婚 した女は3ヵ 月,夫 に死別 した女は4ヵ 月10日 の問は

再 婚を禁 止 され る.イ ッダーは生 まれて くる子供 の父子関係 を明確にす る

ため に設け られ た制 度であ るが,死 別 の場合に は服喪 の意味 も有 す る.そ

の他,宗 教上の障 害が ないこ と,証 人の出席があ ることな どが挙げ られた

が,こ れ らの 制限は次第に緩和 され た4).婚 姻が不法であ ることが 判明 し

た ときは,夫 はすでに支払 った扶養料の返還 を請 求で きる.

② 婚姻適 令期 に達 している こと5),妻 が婚姻適令期に達 していないた

めに婚姻を完 了す る ことが で きない ときには夫は扶養義務を負わない.こ

れに対 して夫が婚 姻適 令期に達 していないために婚姻 を完 了す る ことがで

きな くて も夫 の扶養 義務は存在 す る.こ の場合 には夫 に財産が あれば扶養

料は それ か ら支払 われ るが,財 産 がない ときには夫 の父が息子 の妻を扶養

す る責任 を負 う.こ れは一種の身代 わ り責任 であ り,父 は息子 に対 して返

還請 求権 を もつ.蓋 し,妻 は夫に対 して扶養請 求権 を有す るものであ り,

父 の責任 は息子 を扶養す る責任 を負 うがゆえに,彼 に扶養 され る権 利を も

つ息子の妻 を扶養す るとい うものであ る6).イ ス ラム法においては,す で

にのべた よ うに扶 養範 囲 と相続範 囲が一 致 しているか ら,父 は死亡 した息

子 の未亡人 を扶 養す る責任 を負わ ない.

③ 夫に 対 して従順 であるこ と7).妻 が不従順 であ るときには夫は扶養

義務 を負わ ない.た だ し妻が夫に不従順 であ るのは,婚 姻契約に際 して即

座 に支払 われ るべ き嫁資(マ ール)8)が い まだ支払 われていないためであ る

ときには,妻 は扶養 を受け る権利 を失わ ない.夫 は原則 として居所指 定権

を有 す るか ら,妻 が夫 の許 可な しに,あ るいは正当な理 由な しに夫 婦の住

居 を去 った場合 に も夫 の扶 養義 務は存在 しない.正 当な理 由 として,(イ)夫

が第二番 目以下 の婚姻を した とか女奴隷 を妾 と して囲 った場合,㈲ 夫が妻

を追 出 した場合,夫 が妻の同居 を事実上不可能 な らしめ る事情につ いて責

任が あ る場 合(虐 待,侮 辱,悪 疾 など)(∋ 夫婦の間に著 しい意見 の相違が
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存在 し,妻 が夫 の家に戻 るな らば さらに争いが激 しくな る場 合,な どが挙

げ られ る.こ の よ うな場 合には妻に対 して別 居扶養が認め られ る.

④ 合法な ときにはいつ で も夫が近ず くこ とを認 めてい るこ と.断 食中,

メ ッカ巡礼中,妻 の月経 中は夫は 妻に触 れてはな らない10).合 法な ときに

妻が夫 婦生活 を営む ことを拒 否す るな らば夫の扶養義務は発生 しない.妻

が病気 であ るため婚 姻を完 了す ることがで きな くて も夫の扶養 義務は発生

しない と言 われてい る.

⑤ 婚姻か ら生ず る一切 の義務を忠 実に履行す るこ と.夫 が婚姻か ら生

ず る権利 を行使 しな くて も妻は扶養請 求権を失わ ない.

⑥ 妻がイス ラム教徒であ る こと.イ ス ラム教か ら離反 した妻は扶養請

求権 を失 う.後 にな ってイ ス ラム教に復帰 した ときは扶 養請求権 も復活す

るか否 かについては意見が分かれ シーア派は これを肯定す るが,ハ ナフ ィ

ー派 は否定す る11).

以上 にのべた要 件を妻が具 備す る ときには夫 の扶養義務が発生す るので

あ るが,そ の発生時期 につ いて,ハ ナフ ィー派は婚姻契約が締 結 された と

き とな し,マ ー リキー派 は婚姻が完 了 した とき,す なわ ち妻が現実に夫 と

夫 婦関係に入 った とき と解 している.

扶養義 務を遂行 しない夫に対 して妻は離婚を請求で きる(マ ー リキー派,

シャー フ ィー派)12).

夫 の扶 養義務 の根拠を適法 な婚姻関係の存在に認め るか ぎ り,そ の前提

とな る婚姻関係が解消 した後に離婚配偶者た る妻に対す る夫 の扶 養義務を

認 め るこ とは必ず しも妥当では ないが,イ ス ラム法は婚 姻解消後におけ る

夫 の扶 養義務を認めてい る.(イ)離 婚 された妻は その離婚が取消 し うる もの

か取 消 し得ない ものかを問 わず,妊 娠 してい るか否かを問わず14)イ ッダー

の期 間中は(3ヵ 月)扶 養を受け る権 利があ る.離 婚原因が妻の犯罪行為

であ る ときは このか ぎ りでない15).(ロ)離婚 された妻が母にな ってい る場合

に子に対す る授乳を完全 に終 らせたい と望むな ら二年間授乳を行な うこ と

がで きるが,こ の場合には子供 の父であ る前夫は離婚 した妻の衣食につ い
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て責 任を負 うi6).内 夫婦が離婚に先立 って離婚 後の扶 養関 係を契約を もっ

て定 め ることは 「扶 養契約 の有 効性」 の問題 として論 じられ,こ の よ うな

契約 は公 序良俗に反 し無効であ る とい う見解 もあ るがイス ラム法は婚姻解

消後 におけ る夫 の扶養義務に関 し何 らかの契約 をなす こ とを認 めて いる.

一 生涯 ,妻 を扶 養す る とい う合意が夫 と妻の間でな されてい るときには,

離婚 に よって婚姻は解消 して も夫た りし者 の扶 養義務 は存続 す る とみ な し

てい る.し か し法律上の性質は扶養 では な く終期の定めな き定期贈 与と解

すべ きではなかろ うか.

夫 の扶 養義務の内容は妻に生活必需品 を供給 す るこ とであ る.具 体 的に

は 個 々の夫 婦間の経 済状態,社 会 的地位,生 活程 度,特 に夫の収 入に よっ

て決 せ られ るこ とにな るが衣食住 は もちろん医療 費な ども当然に含 まれ る.

古 い テキ ス トにおい ては妻は夫 の費用で香 水をつけ る権利を有 しないのは

もちろん,医 療補 助を受け る権利 さえない とされていた.扶 養 の内容 も社

会 の進歩に従 って変 化すべ きものであ り古 いテキス トにおけ る基準は今 日

無 効に等 しく一般 に生活必需 品 の範 囲は次第 に拡張せ られ る傾 向にあ る.

数 人の 妻がい る ときには,お のお のの妻は最 少限度夫以外の者が侵入 しな

い 白分だけ の部屋を もつ権 利が ある.正 当な理 由に基ずいて別居 している

場合 には,夫 婦で ある ことには変わ りないのであ るか ら,夫 は 当該夫婦 の

生活程度 に相応 した別 居扶 養を行 な うべ きであ る.

夫 の扶 養義務 の履 行方法には二つ ある.そ の一 は物品供与 の方法 であ り,

その二は金銭 の支払に よる方法で ある.同 居 夫婦の場 合の妻の扶 養は前者

の方 法においてな され るが別居夫 婦の場合 の妻の扶 養は後者 の方法,原 則

と して定 期金の前払 とい う方法 で行なわれ る.定 期金は毎月前払 され る こ

とを要す る.な お離婚 された妻が イ ッダー期 間中,あ るいは子に授乳 して

いる期間 中受 け る扶 養 も定期金 の毎 月前払 の方 法に よって行 なわれ る もの

であ る.

扶 養の権 利義務 は一 身専属 性を有す る.そ れ ゆえに扶 養を受け る権利は

これ を他人に譲渡す るこ とはで きない.ま た扶 養権利者 の死 亡に よって消
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滅す るか ら,相 続人に よって相続 され る とい うこともない.義 務者につい

て もこの義務は死亡に よって当然に消滅す る.扶 養を受け る権利 は差押 え

られない し,相 殺 の 目的 に もな り得 ない.

夫の扶養義務が夫 あるいは 妻の死亡 に よって消滅 す るこ とは当然であ る.

夫の死亡後 の妻 の扶養は相続権 に よって代 位 され る.夫 と死別 した妻は離

婚 された妻 とは異な り,イ ッダー期 間中(4ヵ 月10日)と いえ ども扶 養

を受け る権 利を有 しない.未 亡 人が妊 娠 してい るか否かに関係がな い17ノ.

すでにのべた よ うに イス ラム法 においては夫 の扶 養義務は離婚後 といえ ど

もイ ッダー期間 中は依然 として存続 す るので離婚 した妻に対す る夫 の扶養

義務は イ ッダー期間 の経過 に よって消滅す る.イ ス ラム法がイ ッダー期間

中の夫の扶養義務を認め る根拠 は取 消せ る離婚においては,離 婚が不確定

で ある こと,取 消せ ない離 婚において も婚姻は イ ッダー期間が経過す る ま

では完全 には解 消 しては いない とい う点にあ る と推 測 され るが,取 消せな

い離婚に おけ る夫 の扶 養義務はむ しろ妻に対す る財産 分与を認め ていない

法制度の下 におけ る離婚後 の妻の生活 の保障 とい う要請に よるものではな

か ろ うか.夫 は扶 養義務 とは別 に,婚 姻に際 して支払われ るべ きマール の

未払分があ る場 合には,離 婚にあた りマールの残額を支払わ なければ な ら

ない.

1)「 女 とい うものは汝 らの耕作地.だ か らどうて も好 きなよ うに 白分 の畑に手

をつけ るが よい」(コ ーラ ン第2章223節)「 アッラーは もと もと男と女 との間

には優劣をおつけ になったのだ し,ま た(生 活に必要な)金 は男が出すのだか

らこの点 で男の方が女 の上に立つべ き もの ……」(:・ 一一ラン第4章38節)コ

ーランの引用文は井筒俊彦訳 「コー ラソ」に よる。

2)ム タ婚についての規定は コーラ ン第4章28節.ム タ婚は男 子が旅行先ある

いは出征中に性的必要か らな された婚姻であ り,現 在で もイ ランにおいて行わ

れている.イ スラム法 では一人の男は同時に四人 まで妻を もつ ことがで きるが

イ ランの場合,こ の四人は通常の婚姻 とムタ婚 と別 々に数 えるので,理 論的に

は.八 人 まで妻 を もて る.

3)「 また汝 らの うち誰か(神 のみ もとに)召 されて後に妻 を残 した場合,女 は

四 ケ月と十 日の間その まま じっと待 ってい ること(そ の期間は再婚 してはいけ
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ない)」(コ ーラン第2章234節)「 さて離縁 された女の方では三回だけ 月経を

見る までは独身の ままで待たねぽな らぬ.そ の際 アッラーが胎内に創造 した も

うた ものを隠 し立 てた りすることは許 され ない……」(コ ー ラン第2章228節>

4)コ ー ラン第4章29節 は イスラム教徒はイス ラム教徒の女だけを妻にす るこ

とが で きる旨を規定 していたが,後 になってこの章 句はr回 教信者の操正 しい

女 も,汝 らが コー ランの啓示 を受ける以 前に聖 典を戴いた人たち(ユ ダヤ教徒

とキ リス ト教徒)の 中の操正 しい女 も(全 く同資格で汝 らの妻に して よ ろ し

い)」(コ ー ラン第5章7節)に よって修正 された 。婚姻契約に際 して証 人の出

席が な くて も妻は扶養 を受け る権利 を有す る.

5)イ ス ラム法には婚姻適令 の規定はない.イ ランでは男子満18才,女 子満15

才以上 とな ってい るが,特 別の場 合には裁判所 の許可 を得て,こ れ以下の年令

で婚姻する こと もで きる.し か し実際には,大 衆の生活は貧 しいので男はかな

りの年令に な らなければ経済的に婚姻の資格がな く女は親が早 く扶 養の義務を

免かれ,夫 となるべ ぎ男か らマールを貰いたいので13,14で 婚姻する者が 多い

らしい.

6)M.D.Manek,HandbookofMahomedanLaw,6thed.,1961,p.83,K.P.

Saksena,oP.cit.,P.361

7)「 ……貞淑 な女は(男 にたい して)ひ たす ら従順に、また アッラーが守 って

下 さる(夫 婦間の)秘 めごとを他 人に知 られぬ よ うそ っと守 ることが肝要.反

抗的にな りそ うな心配 のあ る女は よく諭 し,(そ れで も駄 目な ら)寝 床に追い

や って(こ らしめ,そ れ も効がない場 合は)打 榔 を加える もよい……」(コ ー

ラン第4章38節)

8)-7一 ルは イスラム以前の売 買婚の時代におい て,花 嫁の対価 として夫 となる

べ き男性か ら花嫁の父あ るいは後見人に対 して支払われた ものであ り.イ スラ

ムにおいて も,マ ールの付 ケは婚姻契約の要素 とされた.
一妻た ちに贈 与財 を心 よ く払

ってやれ よ……」(コ ー一ラン第4章3節)マ ー

ルは婚姻契約の際に'時 に全額 を支払 う必要はな く一 部だけ を支払い,残 余の

部分につい ては婚姻後の一定 の時期一 離婚や夫婦 の一方の死亡に際 して一

支払 うこと も認め られ る.

9)イ スラム法では男は同時に四人 まで妻 を もつ ことがで きる.(コ ー ラン第4章

3節)し か し,「 も し(妻 が 多 くては)公 平にできない ような らば 一人だけに

してお くか、さ もな くば お前たちの右 手が所有 してい るもの(女 奴隷 を指す)

だけ で我慢 しておけ ……」(同 章同節)

10)「(断 食のために)礼 拝堂にお こもり している間 は,絶 対に妻 と交わ っては

な らぬ.こ れは アッラーの定め給 うた 規定だか ら.そ れに 近ずいて(踏 越 え

て、はな らぬ」(コ ー ラン第2章183節)「 メッカ巡 礼がいずれ の月(に 行われ
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る)か は 汝 らの知 っての通 り.そ れ らの(月 の)間 に巡礼の 務めを果そ うとす

る者は,女 に触れ るな……」(コ ー ラン第2章193節)

「(月経は)一 ・種の病いであるゆえに,清 浄の身に戻 るまでは決 してその よ

うな女に近づいてはな らぬ.浄 めがす っか り済 んでか らア ッラーのお言いつけ

通 りに彼女 らに接す るのだ・…・・」(コ ーラ ソ第2章222節)

11)K.P.Saksena,oP.cit.,P.363

すでに のべた ようにイ スラム教徒は ユダヤ教 徒の女,キ リス ト教徒の女 と も

婚姻で きるので,こ こでは,婚 姻前か らイスラム教 徒である妻 の場 合を意味 す

る.

12)AsafA.A。Fyzee,OutlinesofMuhammadanLaw,3rded.,1964,p.206

しか し,ハ ナ フ ィー派は,こ れを離婚 原因 としない.

13)イ ス ラム法におけ る離婚の主たる方式は,夫 の一方的意思表示に よる タラク

離婚であ り,タ ラ クは 口頭 または書面で 「私は お前を離別す る」 と宣言するこ

とで足 り,夫 は二度 までタ ラクを取消す ことが で き,三 度 タラクを宣言 し、イ

ツダー期間が経過 した後に離婚は完成す る.タ ラクの取 消は イ ツターの期間中

にのみ可能であ り,イ ッダー期間の経 過 後の取 消は不可能 である.タ ラ クの取

消は 口頭に より,あ るいは夫婦 関係の再開 とい う事実行為に よ り行われ る.タ

ラクの取消が 可能 な間は,婚 姻は完 全には解消 した もの とは言えないか ら,夫

婦 は互に相続権 を有 し,す でに四人 の妻を もつ男は,新 しい婚姻契約 を結ぶ こ

とはできない.タ ラクの取1肖を認めるこ とは,夫 の恣意に よる離婚を制隈 し.

妻を保護す る意味を もつ.

「女 を離縁(し て また復縁)で きるのは 二回 まで.(同 じ女に三 回II三式0)離

縁 宣 言を した らもはや 復縁 は許されない).す なわち(二 回 までは)正 当な手

続をふんで また 白分の もとに戻すか さ もなければ ねん ごろにいたわ って 白山の

身に してや ることがで きる……」(コ ー ラン第2章229節)

「これ,こ れ,予 言者,お 前たちが妻を離縁す る場合には,必 ず定 めの期限

が 来てか ら(具 体的には三回月経 を見 てか らとい うこと,妊 娠 してい ない こと

を完全に確かめるため であ る)正 式に離縁す る ようにな.よ く期限 を勘定す る

んだぞ ……」(コ ー ラン第65章1節)

シャーフ ィー派,シ ーア派に よれば,取 消せない よ うに離婚 された 妻は扶養

を受け る権利を有 しないが,妊 娠 している時には妊娠中扶養を受け る権 利を有

す る.

14)「 女が妊娠 してい る場 合には,胎 の中の荷物 を生み落す まで よ く面倒見てや

るよ うにj(コ ーラ ン第65章6節)

15)夫 が妻を離婚す るには正式の手続 を必要 と し、やた らに家か ら叩 き出 しては

いけ ないが1誰 が 目に も明 らか な不将(姦 通)を 犯か した場 合は別てあ一(コ ー
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ラン第65章lfiTi5)

「姦通を犯か した場 合 に は,男 の方 も女の方 も各 々百回の答打ちを科 す」

(コ ー ラン第24章2節)

16)「(離 婚 された 妻ξが既に)fJに な ってい る場 合 は もし授乳 を完全に終 らせ た

い と思 うものは 子供に まる二年間乳をの ませ るが よい.(そ の場 合)子 供の父

の方 では女の衣食の責を立派に果さなけれ ば な ら ぬ……」(コ ーラソ 第2章

233節)

「(離婚 された妻が)お 前たち(夫)の ために(生 んだ 子供に)授 乳 して くれ

ることに なった ら,ち ゃん と報酬 をや らな くてはいかん よ・・…・」(コ ーラン第

65章6節)

17)若 干の学 者たちは夫が死亡 した時に妊娠 している妻は,∫ 供を生んで しまう

まで,彼 女か ら生 まれ る子供が受け取 る権利を有する相続分の中か ら扶養を受

ける と解 している.

3.親 子間 の扶 養 義務

(1)子 に対す る親 の扶 養義務

子に対 す る親 の扶 養義 務は,扶 養義 務制度の中心を なす ものであるが,

子 とい って も未成年 の子 と成年 の子 とでは扶 養関係上,そ の重みが全 く異

な る.親 子扶 養め中核をなす ものは前者 であ り,後 者は例外的 な もの と し

て認め られ る.

イ スラム法上,未 成年の子に対す る扶 養義務 は父に 帰属す る,イ ス ラム

法におけ る成年は シ ャーフ ィー派では満15年,ハ ナフ ィー派 では満18

年 であ るか ら,そ れ以下の子供 は労働能 力お よび困窮 の事実 の有無 にかか

わ らず 父か ら扶 養を受け る権利 を有す る.父 は扶 養す るのに十 分な資力を

有 していな くて も,自 分 自身 の生活に さえ事 欠いていて も子 を扶養 すべ き

義務 を免かれ るものではない.未 成年 の子に対す る父の扶 養義務は絶 対的

であ り無制限であ り子が 母の監護 下に生活 してい る事実に よって扶 養義務

を免かれ るもので もない.な お,特 別 の事 由があ る場 合には母 も補 充的に

責任 を負 う.す なわ ち,父 が労働不能かつ無資力であ り母が十分 な財産 を

有 している ときには母が扶養義務を負 うが,後 にな って子供に財産 がで き
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た ら返還 を請求 できる し,ま た父 の経済状態が好転 した ときに も同様で あ

る.親 の扶 養義 務の根拠につい ては,監 護権に対応 す るものであ る とか,

親子 関係 とい う自然的 事実か ら生ず る もので ある とか 言われ る.前 者の見

解 に従 えば 子の監護権が母にあ る ときには父は扶養 義務 を負わ ない ことに

:なり,後 者 に よれば父は非嫡出子に対 して も扶 養義務を負 うこ とにな る。

イ スラム法は親 の扶養義務 の根拠を適法な婚姻関係か ら生 じた適 法な親子

関 係に置 いている と推測 され る.そ れゆえに非嫡出子に対 す る父 の扶 養義

務は認 め られ ない.非 嫡 出子は母お よびその血 族に対す る関係においては

血 族関係 を認め られ るヵ;,父 に対 す る関係においては 何 らの血 族関係 も認

め られ ない.イ スラム法には認 知制度は存在 しない、継親 子関係につ いて

一 言触れ る と未成年の子供 のあ る未亡人 と婚姻 した者は
,そ の子供 を引取

り扶 養すべ きであ る と考え られてい る.こ れは未亡 人 との婚姻の効果 であ

り,継 父は決 して継子か ら食事 代や下宿代 を請求 しては な らない1).

父の扶 養義務の範囲は子の必需 品であ るが衣食住,医 療費 な どの他,子

の 才能 お よび周 囲の事情 に よっては高等 教育のための費用 さえ生活必需品

の一 部 とみな され る.

父の扶 養義務 の履 行方法 に も物品供与 の方法 と金銭支払 の方法があ り,

子 が父 と同居 してい る場合 には前老 の方法か,父 と別居 している場合 には

後者 の方 法が採 られ る.子 が別居扶養を受 けるためには,別 居が正 当 な も

のでなければな らない.ω 父母が 同居 している場 合は別 として,母 が父 と

別 居 してい る ときには息子は満7才,娘 は満9才(ハ ナ フ ィー派)に 達す る

までは母 親が 手許で養育す る権利 を有す る.こ れを監護権(ハ ダナ)と 言 い,

母 の権利 であ ると同時 に義務 であ り,母 系親族にひ きつがれ る.ハ ダナに

必要 な費用は,子 に財産が あれば それか ら支払 って もよいが,原 則 として

父 に支払義務が ある.息 子が7才,娘 が9才 に達 した以後において も母が

依然 と して息子 や娘 と共 に生活 してお り,父 が引取 を要求 して も正 当 な理

由 な く引渡 さない ときにはそれ以後の扶 養料に対 して父は責 任を免 かれ る.

《ロ)父が子供 を虐待す るなど,子 供た ちを保護 す るのにふ さわ しくない十分
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な事情 があ る とき.(ノう父が精 神病 に なった とき.こ の場合に も定 期金の毎

月前払 いの方法が採 られ る.未 成年の子に対 す る父の扶養義務は,父 あ る

いは子の死亡,子 の成年,子 の背教 などに よって消滅す る.

イス ラム法上特 に注 目すべ き ことは,娘 は成年に達 した後で も未 婚の間

は,未 成年の子に対 す る と同様 の扶養を受 け る点 である.

成年の子に対 して,親 の扶養義務が生ず る場 合は,本 来例外的で あ り,

その扶養は未成年の子に対す るもの と異 な り,条 件付 であ る.す なわ ち,

子が病 弱であ る とか不具者 であるために労働能 力を欠 き,か つ困窮 してい

な くては な らない.子 が労働能 力を もつか財産 を もつかすれば扶養請求権

は ない.従 って成年 の子が親(第 一順位,父)に 対 して扶養を請求す るた

め には,労 働無能 力かつ無資 力を証 明 しなければ な らない.要 す るに子が

成年に達 して いる場合の親 の扶養義務は第二次的,補 充的 な ものであ る.

父は十分な財産 を有 してい るときに責任 を負 うものであ り,労 働に よって

まで成年の息子を扶養す る責任は ない.父 の扶養義務は成年 の子が,扶 養

を請 求 して きた時に 開始 し,そ の子が無 力であ るか ぎ り存続 し,父 あるい

は子 の死亡,子 の背教 な どに よって消滅 する.

② 親 に対す る子 の扶養 義務

親 に対す る子 の扶養義務 の要件 は成年 の子に対す る親 の扶養義務 の要件

よ り緩和 され,無 資力だけ を要 件 とし,労 働能 力の有無を問題 としない2).

扶養権利者 たる親は母子関 係につ いては 問題ないが父子関係 につい ては法

律上 の親 子関係を前提 とす る.継 親に対 す る継子の扶 養義務 につ いては何

ら触れ られ ていないが扶養義 務な しと解 す るのが 妥当であろ う.扶 養 義務

者 た る子は男であ るか女であ るか3),成 年であ るか未成年 であるか を問わ

ない.数 人 の子が扶 養義務 者 として十分な資力を有す る ときには,男 女,

成 年,未 成 年を間わ ず これ らの子供の間にお いては扶 養義務の割合 は原 則

と して平等 とす る.し か し現実問題 としては扶 養義務者 間の経済状 態には

差 があ るため同額 の扶養料 の支払を要 求す るこ とは不 当な場 合を生ず るで

あ ろ う.十 分な資力を有す る息子 も娘 も共に存在 しない ときには,息 子は



48

労 働 に よ って 親 を扶 養 す べ きで あ る.

子 の 扶 養 義 務 は,親 が扶 養 の請 求 を した 時 に 開 始 し,親 が 無 資 力 で あ る

か ぎ り存 続 し,親 あ る いは 子 の 死 亡,親 の背 教 な ど に よ り消滅 す る.

1)K.P.SakSena,op.cit,,p.359

2)シ ーア派は父母に 労働能力が あれば子は扶養義 務を免れるとす る.

3)婚 姻に よって娘は夫の家に入 るとす る考え方か らみ て も扶 養 と相続 との関係

か ら,娘 は実家の父母に対 して扶 養義務あ りと解 して よいだろ う.

親に対す る子の扶 養義務に関連 して

「人間たる もの,自 分の父母に どうい う態度 を取 るべ きかに ついては我 らが

みなに指示 を与えてあるはず.な んとい って も母親は 白分を腹に宿 したあいだ

苦労を重ね て身をや つ し,そ の上,乳 離れさせ るまでに二年間 もかか っている.

わ し(ア ツラー)に 感謝す ると同時に 自分の父母に も感謝せ よ……」(コ ー ラ

ン第3}章13節)

「お よそ 人間たる もの己が父Nに はや さ しく してあけねば な らぬ.こ れ は我

ら(ア ツラー)の きつい戒め じゃ.母 さんは あんなに苦 しんで胎に宿 し,あ ん

なに苦 しんで産んで くれたのだ ものな.胎 に宿 してか ら乳離れ させ るまでに三

十 ケ月 もかか ってお るのだぞ……」(コ ーラン第46章14節)

4)「 だが もし父母が わけ もわか らぬ もの(偶 像)を わ しとな らべ てお前に拝 ま

せ ようとするならば.決 して言 うことを きいてはな らぬ.ま,と にか くこの世

にあるか ぎ り,二 人にはできるだけ優 しいいたわ りの気持で交 わ ってやれ ……

….パ コー ラン第31章14節)

4.親 族 間 の扶 養義 務

,イス ラム法にお いては親族扶養は,祖 父母孫間,三 親等内の傍 系血族間

においてのみ認め られ,直 系傍系 を問わず姻族問 における扶 養義務は認め

られ ない.

(1)祖 父母孫問 の扶養i義務

祖父母に対 して孫,孫 に対 して祖 父母 はそれぞれ,第 二 次的,補 充的 な

扶養義務 を負ってい る.す なわ ち,無 資力な祖父 または祖母はそ の子か ら

の扶養 を受 け得ない場 合にか ぎ り十 分な資 力のあ る孫 か ら扶 養を受け る権

利 を有す る.同 様に,困 窮 してお りかつ 未成年 であ るか,成 年 ではあ るが
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労働無能 力の孫 はその親か ら扶 養を受 け得 ない場合 にか ぎ り十分な資力を

有す る祖父 または祖母か ら扶養を受け る権利を有す る.扶 養義務者側 にお

け る要件は十分 な資 力を有す るこ とであ り,少 な くとも扶養 に よって 自分

の生活水準を著 しく低 下させない こ とを必要 とす る.祖 父母 孫間の扶養 は

原 則 として定期金の前払方法に よって履行 され る.

(2)傍 系血 族間の扶 養義務

兄弟姉妹,伯 叔父母,甥 姪な どの間で行 なわれ,こ の種 の扶養 の特色は

相 互的であ り,扶 養権利者は 同時 に扶養 義務老にな り うる点に存す る.傍

系血 族問の扶養 義務の根拠は相互 の相 続関係にあ る.

困窮 してい る傍 系血族 は(成 年,未 成年 を問わない)彼 らがそ の両親あ

るいは その子 の不存在 または無資 力に もとず き,そ れ らの者か ら扶養 を受

け得 ない場合 にか ぎ り,十 分な資 力を有す る兄弟姉妹,伯 叔 父母,甥 姪 な

どか ら扶養 を受 け る権利 を有す る.そ れゆ えに傍系血族 の扶 養義務 が発生

す るには(イ)扶養権利者が無資力かつ労働無能 力であ る こと,(困 窮 してい

る傍系血族が女性 であ る ときには,労 働能 力の有無は問題 とされず,た だ

彼女が未婚 であれば よい).(ロ)扶 養権利者が その両親 あるいはそ の子か ら

扶 養 を受け得 ない こ と.内 扶 養義務老 側の要件 としては十分 な資力があ る

こ と.な お扶 養権利老の父が後にな って何 らかの財産 を得た場合には,傍

系血族た る者 は,す でに支払 った扶 養料の返還を請 求す るこ とがで きる.

⇔扶 養義務者が扶 養権利 者の相続人で あ ること.

傍 系血族 間の扶 養においては,そ の責 任は相続法 の原 則を類 推 して,相

続分に比例 す るもの と言われ ているが,す でにのべ た よ うに傍 系血族 以外

の者 の扶養 は,相 続の原 則 とは無関係 である.す なわ ち,(イ)父 母 の間 では

父 の単独責任 である.母 は遺産の1/3あ るいは1/6を 受け取 るが.(1・)息子

と娘 の間 では扶 養義務 の割 合は平等 であ る.息 子は遺産 の2/3を 受け取 る

が.ψ う父 と孫息子 の間では父の単独責任 であ る.孫 息子は遺 産の5/6を 受

け取 るが.⇔ 娘 と孫息子の間では娘 の単 独責任であ る.娘 と孫息子は遺産

を平等に分配す るが.
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傍系血族間 の扶養義務 も原則 として定期金 の前払 い とい う方法 に よって

行なわれ,扶 養の程度は扶 養権利者 の必要性 と扶 養義務者 の能 力 とい う二

つの要件の相対的均衡に よって決定 され るが,扶 養義務者 が数 人い る場 合

には 各義務者 の責任は法定相続 分に比例す る1).た とえば 全血姉妹 と父方

の半血姉妹が法定相続人で あ る場 合には相続 分は前者 が1/2,後 者が1/6

であるので,扶 養義 務 もこれ に比例 して扶養権 利者 が必要 とす る扶 養額 の

1/2,1/6と い うことに なる.

傍 系血族 間の扶 養義務 は扶 養当事 者の死亡に よって消滅す るこ とは もち

ろん,扶 養権利者 がイ ス ラム教 か ら離反 した場合に も消滅す る2).す でに

のべた よ うにイス ラム法 は相続 権の基礎 を扶 養 の延長 とみな して いるので,

背教者 は扶養請求権 を失 うだ けでな く,相 続欠格者 に もな る.

1)イ スラム法は 「近親の扶養は相続人の義務である」としている.こ の場合に

おける``相続人"と い う言葉は,扶 養の割合を決定するにあたって,相 続財産

における持分が考慮されるべきであることを示 している.

2)「 これ汝 ら信徒の者よ,た とえ白分の親,兄 弟だとて,も し信仰より無信仰

を好むようならば,決 して同志と思 うてはならぬ.汝 らの中でそ うい う人々を

同志にする者があれば,そ れはまぎれ もない不義の徒 じゃ」(コ ーラン第9章

23節)

「一旦信仰に入っておきなが ら,ア ッラーに背む く者,お のが心をひろびう

と うち開いて信仰に背いて行くような者,そ ういう老どもにはアッラーの御怒

りが下ろうそ.そ のような者どもには,恐 ろしい天罰が待っている」(コ ーラ

ン第16章108節)

5.む す び

本稿におい ては イスラム法にお ける扶養義務につ いて若干 の考察 を試み た.

しか し,扶 養義務を論ず るに あた り当然に言及すべ き問題,た とえば扶養

請求権の法的性質,扶 養請求権 の第三者に よる侵害,そ の後 の事情変更 と

扶 養義務 の程度方法 の問題,扶 養義務 の履行確保 の問題 な どにつ いては,

直接 これ に関す る資料が入 手で きなか ったので,こ こでは触れ る こ とがで

きなか った.後 日,機 会があ る ときに稿をあ らため て言及す るこ とに した
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tL・.最 後に社会保障 の確立 を 目的 とす るイス ラム諸国 の憲法規定1)を 示 す

こ とに よ り,本 稿を閉 じる.

リピア連 合王国憲 法(1951.10.7全 国会議に よ り採択)

第35条 「国は,す べ ての,リ ビア人及びそ の家族 に対 して,妥 当 な

生活水準をで きるだ け与 える よ うに努めなければ な らない」

エ ジプ ト共和 国憲法(1956 .6.24施 行)

第17条 「国はすべ ての国民 に対 し,食 糧,住 宅,厚 生施設,文 化施

設,お よび社会施設 を提供 す るこ とに よ り,相 応 な生活 水準 を確保 す るこ

とに努め る」

第21条 「エ ジプ ト人は,老 年,疾 病 お よび就労不能 の場 合において,

国 の扶助 を受け る権利 を有す る.こ の権 利を保護す るため国は社会保障,

社会扶助 お よび公衆衛 生事業を創設 し,そ の漸進的拡張 を図 らなけ れば な

ら ない」

シ リア憲 法(1950.9.5制 定)

第27条 「何人 も病気,無 能 力,孤 児,老 年お よび意 に反す る失 業の

場 合において,自 分 自身お よびそ の家族 が国の保護 を受け る権利 を有 す る.

この 目的 を達 す るため,社 会保障制度が 確立 され る もの とし,国,施 設 お

よび個人は必要 な基 金を確 保す るために協力す る もの とす る」

パキス タ ン回教共和国憲法(1956 .2.29制 定)

第29条((d)国 は姓階,信 条又は 人種 にかかわ らず,病 弱,疾 病 又

・は 失業のため,恒 常的又は一時的 に生活 手段を得 られ ない市民 のため,食

料,衣 服,住 居,教 育 お よび医療保護 の よ うな基本的生活必需品を供給 す

るよ う努めなければ な らない」

1)憲 法規定の引用は衆議院法制局 「各国憲法集」による.


